
        会   議   録      （１／６） 

       

会議の 

名称 
川越市立学校給食センター運営委員会 

開催日時 
  平成２９年１１月９日（木） 

  １０時３０分 開会   １１時３０分 閉会 

開催場所   菅間第二学校給食センター ２階研修室 

 

出席者 

氏名 

 

 

[運営委員]       [事務局職員] 

１号委員 小林 英二  教育委員会学校教育部長  福島 正美 

     文屋 芳浩  学校給食課長       岸野 泰之 

２号委員 長谷川 郁代 学校給食課副課長     阿部 雅一 

〃  鈴木 友子  菅間学校給食ｾﾝﾀｰ所長   内田 和則 

３号委員 米原 恭淳  菅間第二学校給食ｾﾝﾀｰ所長 高橋 倉次 

〃  岡田 幸子  今成学校給食ｾﾝﾀｰ所長   牛窪 靖夫 

  〃  加藤 亮子  学校給食課副主幹     曽根 孝 

５号委員 小俣 和広  学校給食課副主幹     境田 博志 

６号委員 丸山 浩   学校給食課副主幹     菊池 浩 

８号委員 熊本 美智子 学校給食課主査      戸浦 尚子 

〃  長澤 八千代 学校給食課技師      小寺 恭子 

  〃  西村 早苗   

  （合計１２名出席）            （合計１１名） 

欠席者 

氏名 

３号委員 神田 賢志  ４号委員 廣澤 光昭 

７号委員 早川 茂  

             （合計３名欠席） 

記録者 

職 氏名 
学校給食課  主査 戸浦 尚子 

 
 
 
 

会 
 

議 
 

次 
 

第 

１．開会 

２．あいさつ 

３．会長、副会長の選任について 

４．報告 

 （１）新体制後の各学校給食センターについて 

 （２）学校給食食物アレルギー対応について 

 ５．議題 

（１）食育事業の充実について 

６．その他 

７．閉会 



（２／６） 

議     事     の     経     過 

発 言 者 議題・発言内容・決定事項 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育部長 

 

委員 

 

学校教育部長 

 

学校給食課長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

仮議長 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

仮議長 

 

～開会の前に２階調理場見学通路へ移動・見学（約１０分程度）～ 

 

【開会】 

平成 29 年度第２回川越市立学校給食センター運営委員会を開催

する。本日の委員の出席状況は、15名の委員のうち出席が 1２名、

欠席が３名である。当運営委員会規則第 4条の規定により、委員会

は成立している。 

平成 26 年 2 月の当運営委員会にて「会議の公開について」を審

議し承認いただいている。よって原則公開とする。 

  

―委嘱書の交付― 

 

―委員より自己紹介― 

 

―学校教育部長挨拶― 

 

―事務局職員紹介― 

 

―配布資料確認― 

 

川越市学校給食センター運営委員会規則第３条に基づき会長、副

会長の選任を行う。会長、副会長の選出までの間、仮議長を慣例に

より長澤委員にお願いする。 

 

 ―異議なし― 

 

長澤委員を仮議長に選出する。 

 

川越市立学校給食センター運営委員会規則に基づき会長、副会長

を選出する。 

 

川越市立学校給食センター運営委員会規則第３条 委員会に会

長および副会長を各１名置き、委員の互選によりこれを定める。 

 

指名推薦の方法により、米原委員を会長に、長谷川委員を副会長

に選出する。 

 

―異議なし― 

 

 米原委員を会長に、長谷川委員を副会長に決定した。仮議長の任

を解かせていただく。 



（３／６） 

議     事     の     経     過 

発 言 者 議題・発言内容・決定事項 

会長 

 

副会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

会長 

 

 

―会長挨拶― 

 

 ―副会長挨拶― 

 

 

報告（1）新体制後の各学校給食センターについて事務局より報

告する。 

 

―資料 1に基づき説明― 

 

質問等特になし。 

 

報告（2）学校給食食物アレルギー対応について事務局より報告

する。 

 

―資料 2に基づき説明― 

 

子が中学校に通っているので、学校給食における食物アレルギー

対応の変更について通知が届いた。自分は当委員であるため理解で

きるが、他の保護者は、この通知だけで理解できるのか。新しく始

まる事や対応食の容器や施設を見てもらう事も含め、保護者向けの

説明会を開催してはどうか。無理なら、もう一度、書面で通知し、

新しく始まることをもっとアピールしてほしい。 

 

 学校給食における食物アレルギー対応をしている人数は何人か。 

 

 現在行っている対応である「詳細な献立表の提供」や「お茶等の

代替を提供」の人数は、５００人程度である。 

 

 孫が小学校に通っているので、学校から１０月２５日付けで、文

書が届いた。アレルギーにより給食や修学旅行、調理実習等の学校

生活で配慮や管理が必要か調査するものであった。３０年度にむけ

ての準備が開始されていると感じた。 

 

 学校からの配布物は、たくさんあるので流し読みしてしまうこと

もある。視覚的に分かり易くしていきたいと思う。食物アレルギー

疾患は、命にかかわるものなので慎重に対応していきたい。 

 

 既に周知はしているので、各学校でアレルギー疾患のある児童生

徒には、変更の通知は重要であることを親へ伝えてもらうだけでも

周知の仕方は変わると思う。 



（４／６） 

議     事     の     経     過 

発 言 者 議題・発言内容・決定事項 

事務局 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

学校給食課長 

 

会長 

 

 

 今回配布した変更通知の主旨は、対応が変わること、対応の流れ、

対応のひとつとして対応食があること、対応食の内容、想定される

質問を参考に記載したものになる。最も慎重な対応が求められるも

のは、対応食である。対応食については、学校へ保護者が相談する

際、学校からきちんと説明できるようマニュアルやＱ＆Ａを学校に

配布している。 

 

 各学校の養護教諭は、養護教諭説明会にて、学校給食における食

物アレルギー対応食容器の写真を撮らせてもらった。その説明会で

配布された資料や写真を使い、本校では、職員会議にて説明があっ

た。市全体としての保護者向けの説明会も良いが、ニーズが多様化

してしまうので、各学校に分かり易い資料があれば、個別に対応で

きる。 

 

議題（1）食育の充実について事務局より説明する。 

 

 ―資料 3に基づき説明― 

 

 食物アレルギーについては、小学校新１年生就学時健診及び入学

説明会における食に関する指導の実施でしっかり話してもらえる

と思うが、来年度からは違うメニューの子がいるということをきち

んと話してほしい。また、以前参加した給食試食会の講演会におい

てアレルギー食は、風味が落ちるというような説明をされてしま

い、とても悲しい気持ちになった。卵や乳を抜いた食事は、各家庭

の味と少し変わるとの話をしたかったのだろうが、このような場で

の言葉使いには気をつけていただきたい。 

 

残食や給食費の滞納の問題を以前も伝えたと思うが、学校給食は

無料ではないこと、親が食材費を払い、人件費や光熱水費は税金で

賄われていることを租税教育としてどこかで話していただきたい

と思っている。中には、給食はなぜ無料じゃないのかという保護者

もいる。無料どころか、既に多くの税金を使って学校給食は運営さ

れている。その事をもっと伝えていってほしい。 

 

理解できる学齢の児童生徒には、話をしていくといいと思う。 

 

当たり前に残す子がいるので是非、考えていただきたい。教科書

の裏にも「この教科書は、これからの日本を担う皆さんへの期待を

こめ、国民の税金によって無償で支給されています。大切に使いま

しょう。」とある。給食も教科書と同じ部分があることを食育で伝

えてほしい。 



（５／６） 

議     事     の     経     過 

発 言 者 議題・発言内容・決定事項 

事務局 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

会長 

 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

 

 

学校給食課長 

 

会長 

 学校給食は、食材費、設備投資、人件費、光熱水費がある。民間

であればそこに利益を考えなければいけない。その場合、給食１食

は６～７００円位になろうかと思う。食材費は親が払っているの

で、親への感謝についても伝えられればと思う。 

 

新しい学校給食センターは、モニターで各部屋が見られたり、見

学通路があったりといろいろな工夫をされている。ただし、子ども

が給食を作る過程を見たら、家庭の調理過程とだいぶ違うので、場

合によっては、工場のように見えてショックを受けることもある。

たくさんの量を作るためには、様々な配慮が必要なので、それを言

葉で解説しながら見学させてほしい。大量に作ることで衛生管理も

厳しい配慮が必要になること等、プラスになるようなアナウンスを

用意しておいてもらいたい。また、１人が少し残したものがたくさ

んの残りに繋がることも教えてあげてほしい。川越市の食育推進委

員も務めているが川越市の食育の目標ともリンクさせ、全体的に繋

がるようにお願いしたい。幼稚園、小学校、中学校では食育をしっ

かり行っているが、２０代、３０代の親の世代の健康状態が最も心

配である。朝食欠食率、運動をしてない人の割合が高く、食物繊維

の摂取も低い。子と親が一緒に考える食育に繋げてほしい。 

 

子どもを教育することも大事だが、親を教育することが大事だと

感じる。 

 

その通りである。川越市ＰＴＡ連合会でも、親の教育を見直し、

力を入れているところである。実行するのは我々親の役目であると

思う、意識を変えていきたい。 

 

すばらしい学校給食センターが出来たので、社会科見学の１つの

コースとして組み入れてほしい。 

 

せっかく素晴らしい施設があるが、立地条件悪いため、各学校が

容易に足を運べない。各学校で交通手段を確保できれば是非、見学

コースの１つに組み込んでいきたい。できない場合のために、給食

センターのＤＶＤを作成しアピールしてもよいと思う。 

 

ＤＶＤは、作成しているところである。 

 

他に質問はないか。なければ、「食育事業の充実について」につ

いて承認いただけるか。 

 

―承認― 



（６／６） 

議     事     の     経     過 

発 言 者 議題・発言内容・決定事項 

会長 

 

委員 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 その他として何かあるか。 

 

 新聞を見ていたら、オリンピックメニューとして海外の料理を学

校給食に取り入れる市町村があると記事に載っていた。また、ニュ

ースで左利き用のお玉が開発されたと知った。個に対応することが

叫ばれてきている。 

 

 小学校で食べられていた料理が、中学校では乳を使用しており食

べられなかったので学校給食課へメールを送った。今後は、乳を抜

くよう対応してもらった。同じ名前の料理で、小学校には乳製品が

使われていなくて、中学校では使われているのは、危険である。 

 

 新しい給食センターになったことで、蒸し物はふわふわで、揚げ

物はカリッとしている。食感が良くなった。 

 

本日の議題は全て終了とする。 

 

【閉会】 

（11:30） 

 


